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１．鉄道・運輸機構について
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組織名称
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

（略称：鉄道・運輸機構、英文略称：JRTT）

設立 2003年（平成15年）10月1日

設立根拠法 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

業務内容

・新幹線鉄道等の鉄道施設の建設・貸付け
・海外高速鉄道の調査
・船舶の共有建造
・地域公共交通への出資
・鉄道施設整備を行う鉄道事業者等に対する補助金等の交付
・旧国鉄職員等の年金等の給付に要する費用等の支払 等

主務大臣 国土交通大臣

理事長 藤田 耕三

役職員数 1364人（令和7年4月1日時点）

【近年の主な開業実績】

北陸新幹線（金沢・敦賀間） 九州新幹線（武雄温泉・長崎間）

【建設中の線区】

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）
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１．鉄道・運輸機構について

所在地

関東甲信工事局（横浜市）

・中央新幹線（一部区間）

九州新幹線建設局（福岡市）

・九州新幹線 

本社（横浜市）

北海道新幹線建設局（札幌市）

・北海道新幹線

鉄道技術センター（東京）

・鉄道建設プロジェクトへの技術面からの支援
北陸新幹線建設局（大阪市）

・北陸新幹線（上越妙高から大阪市までの区間） 東京工事事務所（東京）

・神奈川東部方面線の建設

〇本社の所在地  

神奈川県横浜市中区本町6丁目50‐1
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〇地方機関の主な所在地  

札幌市、東京都港区、横浜市、大阪市、福岡市
※ 上記の他、地方機関によっては、鉄道建設所(鉄道建設

の監理等を行う現地事務所)を所管しております。

※本社内組織

文書管理者数

横浜本社事務所 ： 約60名
横浜本社事務所以外 ： 約140名

令和7年4月1日時点



２．文書管理体制について
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鉄道・運輸機構では「文書管理規程」等に基づき、以下の管理体制のもと文書管理を行っています。

総括文書管理者
（本社 総務部長）

文書管理者
（本社 各課長等）

文書管理担当者
（文書管理者が指定した者）

主任文書管理者
（各地方機関 総務部長等）

副主任文書管理者
（各地方機関 総務課長等）

文書管理者
（各地方機関 各課長等）

文書管理担当者
（文書管理者が指定した者）

本社

地方機関

監査責任者
（本社 総務課長）

法人文書を取り扱う職員 法人文書を取り扱う職員



３．文書管理規程について
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鉄道・運輸機構の文書管理規程 行政文書の管理に関するガイドライン

〇令和５年３月１４日決裁、令和５年４月１日施行
• 電子媒体での作成・取得・保存の原則化
• 法人文書保存期間基準の合理化（短縮） 等

〇令和４年２月７日改正
• 電子媒体での作成・取得・保存の原則化
• 国立公文書館等に移管する行政文書の保存期間

を30年から20年に変更 等

〇令和６年５月31日決裁、令和６年４月１日施行
• 移管が予定されている電子文書について、「標準的

フォーマット」で保存する旨を追記
• 歴史的緊急事態に係る文書を移管する旨を追記
• 移管対象文書が見直しに伴い、保存期間満了時の

措置を変更（補助事業等実績報告書他） 等

〇令和６年２月９日改正
• 移管が予定されている電子公文書等については

「標準的フォーマット」で保存する旨の記載。
• 歴史的緊急事態について新型コロナウイルス感染

症に係る対応を踏まえて一般化して記載
• 移管対象文書の見直し 等

当機構の文書管理規程にあたりがないため改正なし 〇令和７年２月14日改正
• 別表第１（行政文書の保存期間基準 ）の「具体例」

に掲げられていた文言の変更 等

〇令和７年３月31日決裁、令和7年４月１日施行
• 組織改正に係るハネ及び軽微な文言の改正

○ 文書管理規程については、「行政文書の管理に関するガイドライン」の改正内容を確
認の上、必要に応じて改正を実施しております。

○ ガイドラインの改正に係る情報については、所管省庁からの情報提供や公文書管理
委員会の資料等から収集しております。

※単に当機構の組織改正に伴うハネ改正は省略



４．法人文書の電子化について
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電子決裁率

電子決裁率の推移（過去10年）
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電子決裁によらない起案

現在、鉄道・運輸機構において、電子決裁によらない起案は以下の2つ。
①緊急に処理を要する起案の場合 
②添付資料のファイル容量が大きく、文書管理システム上で処理できない起案
（なお、①の理由により、持ち回り(紙)起案をした場合には、決裁後には速やかに電子化し、電子文書にて保管

することとしている。）

電子決裁率の推移（過去10年）



４．法人文書の電子化について
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○ 鉄道・運輸機構では、法人文書の紛失・誤廃棄の防止及び効率的な文書管理を行う
ために法人文書の電子化に取り組んでおります。

○ また、令和６年度からは、働き方改革推進取り組みの一環として、既存の紙文書の
ペーパーレス化にも着手しております。

年度 電子化率向上に向けた取り組み

平成28年度 文書管理システムによる電子決裁を原則化

令和２年度 押印省略の範囲の拡大及び契印の廃止

令和５年度
・法人文書の作成・取得を原則電子化
（契約書や電子的管理によりかえって業務が非効率となる文書等は除く）

・電子文書保存用（記録用）フォルダを整備・運用開始

令和５年度 「法人文書の電子化等に関するＱ＆Ａ」を整備（随時更新中）

令和６～７年度（取組中） 本社事務室内の紙文書の一斉点検・整理（ペーパーレス化への取り組み）

令和７年度（取組中） 既存の紙文書の電子化業務発注（試行）

令和８年度（検討中） 既存の紙文書の電子化業務発注



５ ．研修の取組状況について

○ 鉄道・運輸機構では、全職員向け研修の他、階層別研修等の場を通じて、文書管理
に係る研修を実施し、職員の理解の向上・定着に努めております。
・全職員向け研修（e-ラーニング）
・階層別研修（1年目～3年目）、新任箇所長（管理職級）研修 等
・総務関係職員研修

• 法人文書の該当性（法人文書は起案文書だけではない。）

• 電子文書の正しい保存先

• 正しい背表紙貼付の徹底

研修で頻繁に伝えているポイント
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６．文書の移管について
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直近の移管実績

○ 鉄道・運輸機構では、主に、政策の実施及び実績等に関する文書の移管を進めて
おります。

○ また、新型コロナウイルス感染症関連の文書についても、「新型コロナウイルス感染
症関連の行政文書ファイル等の取扱いについて」（令和4年3月18日付府公第82号）
に基づき、「組織としてのコロナ対策をまとめた文書」を移管しております。

年 度 法人文書ファイル等 文書冊数 媒体の種別 備 考

移管実績

令和５年 工事誌（東京モノレール） 1冊紙

令和５年 工事誌（瀬戸線） 1冊紙

令和６年 工事誌（智頭線） - 電子 当初紙媒体の文書を電子化し、移管

令和６年 通達（コロナ関連） - 電子 勤務や休暇等の取扱いに関する通達

移管を想定する法人文書ファイル等（令和7年度調査）

令和７年 工事誌（宮福線・宮津線） 1冊紙

令和７年 通達（コロナ関連） - 電子 勤務や休暇等の取扱いに関する通達

令和７年 補助事業等実績報告書関係文書 23冊電子及び紙 規程改正(R6.4.1)により移管対象に



６．文書の移管について
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利用制限意見について

○ 国立公文書館から調査依頼があった際には、本社総務課にて、移管の対象となりう
る法人文書ファイルを抽出し、各部署に移管の対象か否かの確認を実施しておりま
す。

○ また、上記の確認のみでは、各課の法人文書ファイル名の設定によっては、抽出が
漏れる可能性があることから、移管対象となる文書の具体例を洗い出し、関係部署に
該当する文書の有無等についてヒアリングを行い、移管漏れが生じないように調査を
進めております。

○ 鉄道・運輸機構では、移管文書の内、以下の情報について、利用の制限を行う
ことが適切であると考え、利用制限意見を提出した事例がございます。

移管文書の調査依頼に係る機構内の対応方

該当条文

公文書等の管理に関する法律
第１６条第１項第２号イ 独立行政法人等情報公開法第５条第１号に掲げる情報

「決裁文書に記載された職員(※)の氏名」
（※管理職以上は慣例的に公表しているため、管理職未満の職員に限る。）

利用制限情報



７．鉄道・運輸機構の文書管理上の特徴と課題
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特徴①

• 地方機関及び地方機関に紐づく現地事務所を有する。

課題

対策

• 物理的な距離により、日常的な文書管理（書庫の管理等）に対する本社
文書担当者による確認が行き届きにくい。

• 本社外の職員から本社文書担当者への相談に対するハードルが高い。

• 各地方機関の所掌に関する文書の管理を総括する主任文書管理者を
１人配置（実務的には、各地方機関に文書担当者を配置し、本社文書
担当者と連携）。

• 監査の場を通じて、本社文書担当者が直接、文書管理状況を確認。



７．鉄道・運輸機構の文書管理上の特徴と課題
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特徴②

• 組織改正（文書引継ぎ）が多い

 （新幹線等の建設状況に応じ、地方機関を廃止・新設するため）

課題

対策

• 事務所閉鎖（引越）や組織改正に伴う文書引継ぎの過程において、紛失・
誤廃棄等のリスク増

• 引継ぎに係る職員の負担増（運搬・システム上の引継ぎ・突合作業等）

• 法人文書の廃棄前に、「法人文書廃棄チェックシート」の作成を義務化

• 組織改正による引継ぎの際には、新旧文書管理者の立会の下、「引継
ぎチェックシート」の作成・提出を義務化（文書管理者異動に伴う引継ぎ
も同様）

• 文書管理システム上の引継ぎ作業に関するマニュアル整備
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ご清聴ありがとうございました
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